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農
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産
省
関
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法
律
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整
備
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関
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る
法
律
案
新
旧
対
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文
目
次

一

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

…
（
第

一

条

関

係
）

１

二

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）

…
…
…
…
…
…
…
（
第

二

条

関

係
）

11

三

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
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法
（
平
成
十
一
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法
律
第
百
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四
号
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
第

三

条

関

係
）

15

四

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
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法
（
平
成
十
一
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第
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十
五
号
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
第

四

条

関

係
）
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五

独
立
行
政
法
人
林
木
育
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セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
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律
第
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八
十
九
号
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
第

五

条

関

係
）
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六

独
立
行
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法
人
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大
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（
平
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一
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第
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…
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…
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（
第
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独
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法
人
農
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資
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所
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（
平
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律
第
百
九
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号
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…
（
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関

係
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独
立
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業
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（
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独
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独
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独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
農
林
水
産
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
九
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
九
条
―
第
十
三
条
）

第
二
章

役
員
（
第
十
条
―
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
四
条
―
第
十
七
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
三
条
―
第
十
八
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
八
条
─
第
二
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
九
条
―
第
二
十
四
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
二
十
五
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究

構
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的

機
構
の
名
称
、
目
的
、
業
務
の
範
囲
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目

と
す
る
。

的
と
す
る
。

（
名
称
）

（
名
称
）

第
三
条

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

第
三
条

こ
の
法
律
及
び
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三

号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

号
。
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
立
さ
れ
る

通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政

通
則
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
名
称
は
、
独
立
行
政

法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
と
す
る
。

法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
と
す
る
。

（
研
究
機
構
の
目
的
）

（
研
究
機
構
の
目
的
）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
（
以
下
「
研

第
四
条

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
（
以
下
「

究
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
農
業
及
び
食
品
産
業
に
関
す
る
技
術
上
の
総
合

研
究
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
農
業
に
関
す
る
技
術
上
の
試
験
及
び
研
究
等
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的
な
試
験
及
び
研
究
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
業
及
び
食
品
産
業
に
関
す

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
業
に
関
す
る
技
術
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
と
も
に

る
技
術
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
民
間
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
生
物

、
民
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研

系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
の
促
進
に
関
す
る
業
務
を
行
う

究
に
必
要
な
資
金
の
出
資
及
び
貸
付
け
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
生
物
系
特

こ
と
に
よ
り
、
生
物
系
特
定
産
業
技
術
の
高
度
化
に
資
す
る
ほ
か
、
近
代
的

定
産
業
技
術
の
高
度
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

な
農
業
経
営
に
関
す
る
学
理
及
び
技
術
の
教
授
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
農
業

を
担
う
人
材
の
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
五
条

研
究
機
構
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
機
構
が
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
と

３

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
研
究
機
構
が
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
と

き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
研
究
機
構
に
追
加
し
て

き
は
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
研
究
機
構
に
追
加
し
て

出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
は
、
第
十
五
条
各

出
資
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
政
府
は
、
第
十
四
条
各

号
に
掲
げ
る
業
務
の
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
示
す

号
に
掲
げ
る
業
務
の
そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
示
す

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

４

政
府
以
外
の
者
は
、
研
究
機
構
に
出
資
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
十
五

４

政
府
以
外
の
者
は
、
研
究
機
構
に
出
資
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
十
四

条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き

条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き

も
の
と
し
て
示
し
て
出
資
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

も
の
と
し
て
示
し
て
出
資
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
政
府
以
外
の
者
は
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の

当
該
政
府
以
外
の
者
は
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
の

そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
示
す
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
べ
き
金
額
を
示
す
も
の
と
す
る
。

（
持
分
の
払
戻
し
等
の
禁
止
）

（
持
分
の
払
戻
し
等
の
禁
止
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
持
分
の
譲
渡
し
等
）

（
持
分
の
譲
渡
し
等
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
九
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
副
理
事
長
及
び
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
副
理
事
長
及
び
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
十
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
十
二
条

研
究
機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘

密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同

様
と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
三
条

研
究
機
構
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四

十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事

す
る
職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
四
条

研
究
機
構
は
、
第
四
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

第
十
三
条

研
究
機
構
は
、
第
四
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

業
務
を
行
う
。

一

農
業
及
び
食
品
産
業
に
関
す
る
多
様
な
専
門
的
知
識
を
活
用
し
て
行
う

一

農
業
に
関
す
る
多
様
な
専
門
的
知
識
を
活
用
し
て
行
う
技
術
上
の
総
合

技
術
上
の
総
合
的
な
試
験
及
び
研
究
並
び
に
調
査
を
行
う
こ
と
。

的
な
試
験
及
び
研
究
並
び
に
調
査
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
生
産
に
関
す
る
技
術
、
農
業
工
学

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
農
業
に
関
す
る
技
術
上
の
試
験
及
び
研
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に
係
る
技
術
そ
の
他
の
農
業
に
関
す
る
技
術
及
び
食
品
産
業
に
関
す
る
技

究
、
調
査
、
分
析
、
鑑
定
並
び
に
講
習
を
行
う
こ
と
（
次
項
に
規
定
す
る

術
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
研
究
並
び
に
調
査
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る

業
務
に
該
当
す
る
も
の
及
び
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
他
の
独
立
行
政
法

分
析
、
鑑
定
及
び
講
習
を
行
う
こ
と
（
次
項
に
規
定
す
る
業
務
に
該
当
す

人
の
業
務
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

る
も
の
及
び
農
林
水
産
省
の
所
管
す
る
他
の
独
立
行
政
法
人
の
業
務
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

試
験
及
び
研
究
の
た
め
加
工
し
た
食
品
並
び
に
そ
の
原
料
又
は
材
料
の

四

民
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び

配
布
を
行
う
こ
と
。

研
究
に
必
要
な
資
金
の
出
資
及
び
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

五

生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
基
礎
的
な
試
験
及
び
研
究
を
他
に
委

託
し
て
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

六

生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究
を
政
府
等
（
政
府
及

び
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者

に
委
託
し
て
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
（
前
号
に
掲
げ
る
業
務

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

七

政
府
等
以
外
の
者
に
対
し
、
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及

五

政
府
等
（
政
府
及
び
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

び
研
究
を
国
の
試
験
研
究
機
関
又
は
試
験
及
び
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行

）
以
外
の
者
に
対
し
、
生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
試
験
及
び
研
究

う
独
立
行
政
法
人
と
共
同
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と
。

を
国
の
試
験
研
究
機
関
又
は
試
験
及
び
研
究
に
関
す
る
業
務
を
行
う
独
立

行
政
法
人
と
共
同
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
す
る
こ
と
。

八

（
略
）

六

（
略
）

九

（
略
）

七

（
略
）

十

近
代
的
な
農
業
経
営
に
関
す
る
学
理
及
び
技
術
の
教
授
を
行
う
こ
と
。

［
削
る
。
］

八

生
物
系
特
定
産
業
技
術
に
関
す
る
基
礎
的
な
試
験
及
び
研
究
を
他
に
委

託
し
て
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

十
一

（
略
）

九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
区
分
経
理
）

（
区
分
経
理
）

第
十
五
条

研
究
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ

第
十
四
条

研
究
機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ

ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
並

一

前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に

び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

附
帯
す
る
業
務
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二

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務

二

前
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に

附
帯
す
る
業
務

三

前
条
第
一
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附

三

前
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

帯
す
る
業
務

四

（
略
）

四

（
略
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
の
特
例
等
）

第
十
六
条

研
究
機
構
は
、
前
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業

第
十
五
条

研
究
機
構
は
、
前
条
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業

務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一

務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勘
定
に
お
い
て
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の

号
に
規
定
す
る
中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の

期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一

期
間
」
と
い
う
。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
主
務
大
臣

よ
る
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
主
務
大
臣

の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期

の
承
認
を
受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期

間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後

間
に
係
る
通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後

段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
四

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
三

条
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

条
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
主
務
省
（
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

ら
か
じ
め
、
主
務
省
（
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に

は
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に

属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
）
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴

属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
）
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
通
則
法
第
四
十
四
条

４

前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
け
る
通
則
法
第
四
十
四
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で

項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
政
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
場
合
又
は
第
三
項

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
場
合
又
は
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
同
項
の
使
途
に
充
て
る
場
合
」
と
す
る
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係

る
勘
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
通
則
法

る
勘
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
通
則
法
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第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
二
項
中
「
主
務
省
（
前
条
第
二

れ
た
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
」
と
、
第
二
項
中
「
主
務
省
（
前
条
第
三

号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び

号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び

第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
）
」

第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
）
」

と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め

と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め

る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
長
期
借
入
金
）

［
削
る
。
］

第
十
六
条

研
究
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
必
要

な
費
用
に
充
て
る
た
め
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る

業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
償
還
計
画
）

［
削
る
。
］

第
十
七
条

研
究
機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
長
期
借
入
金
の
償
還
計
画
を
立
て

て
、
主
務
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
省
、
財
務
省
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る

業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
余
裕
金
の
運
用
の
特
例
）

（
余
裕
金
の
運
用
の
特
例
）

第
十
七
条

研
究
機
構
は
、
第
十
五
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に

第
十
八
条

研
究
機
構
は
、
第
十
四
条
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に

係
る
業
務
上
の
余
裕
金
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
方

係
る
業
務
上
の
余
裕
金
に
つ
い
て
は
、
通
則
法
第
四
十
七
条
に
規
定
す
る
方

法
に
よ
る
ほ
か
、
財
政
融
資
資
金
へ
の
預
託
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
が
で
き

法
に
よ
る
ほ
か
、
財
政
融
資
資
金
へ
の
預
託
に
よ
り
運
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。
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第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
緊
急
時
の
要
請
）

（
緊
急
時
の
要
請
）

第
十
八
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
と
き
は
、
研
究
機
構
に
対
し
、

第
十
九
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
作
物
、
家
畜
又
は
家
き
ん
に
重
大
な
被
害

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
必
要
な
試
験

が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

及
び
研
究
、
調
査
、
分
析
又
は
鑑
定
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と

該
被
害
の
拡
大
又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

が
で
き
る
。

と
き
は
、
研
究
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

一

農
作
物
、
家
畜
又
は
家
き
ん
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お

げ
る
業
務
の
う
ち
必
要
な
試
験
及
び
研
究
、
調
査
、
分
析
又
は
鑑
定
を
実
施

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
害
の
拡
大
又
は
発

す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

二

品
質
が
適
正
で
な
い
食
品
が
流
通
し
、
又
は
流
通
す
る
お
そ
れ
が
あ
り

、
こ
れ
を
放
置
し
て
は
一
般
消
費
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
お
い
て
、
一
般
消
費
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
緊
急
の
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
出
資
者
原
簿
）

（
出
資
者
原
簿
）

第
十
九
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

出
資
者
原
簿
に
は
、
第
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

２

出
資
者
原
簿
に
は
、
第
十
四
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

に
係
る
出
資
ご
と
に
、
各
出
資
者
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

に
係
る
出
資
ご
と
に
、
各
出
資
者
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
残
余
財
産
の
分
配
）

（
残
余
財
産
の
分
配
）

第
二
十
条

研
究
機
構
は
、
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
務
を
弁
済
し

第
二
十
一
条

研
究
機
構
は
、
解
散
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
債
務
を
弁
済

て
な
お
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
余
財
産
の
額
の
う
ち
、
第
十
五

し
て
な
お
残
余
財
産
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
余
財
産
の
額
の
う
ち
、
第
十

条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
額
に
相
当
す
る
額
を
政
府

四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
額
に
相
当
す
る
額
を
政

に
対
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
額
に
相
当
す

府
に
対
し
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
額
に
相
当

る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
各
出
資
者
に
対
し
、
同
条
第
三
号
に
掲

す
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
各
出
資
者
に
対
し
、
同
条
第
三
号
に

げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
額
に
相
当
す
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
業
務

掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
額
に
相
当
す
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
業

に
係
る
各
出
資
者
に
対
し
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
属

務
に
係
る
各
出
資
者
に
対
し
、
同
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
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す
る
額
に
相
当
す
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
各
出
資
者
に
対
し
、

属
す
る
額
に
相
当
す
る
額
を
同
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
各
出
資
者
に
対
し

そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
出
資
額
に
応
じ
て
分
配
す
る
も
の
と
す
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
出
資
額
に
応
じ
て
分
配
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
五
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
十
四
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務

に
係
る
各
出
資
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
そ
の
出
資
額
を
限
度

に
係
る
各
出
資
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
、
そ
の
出
資
額
を
限
度

と
す
る
。

と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
協
議
）

（
協
議
）

第
二
十
一
条

主
務
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ

第
二
十
二
条

主
務
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一

第
七
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

第
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

二

第
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

）
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２

主
務
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
第
十

２

主
務
大
臣
は
、
通
則
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
第
十

五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
し
よ

四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
と
す
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
二
十
二
条

こ
の
法
律
及
び
研
究
機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣

第
二
十
三
条

こ
の
法
律
及
び
研
究
機
構
に
係
る
通
則
法
に
お
け
る
主
務
大
臣

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
資
本
金
の
増
加

二

第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
資
本
金
の
増
加

、
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
、
利
益
及
び
損
失

、
通
則
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
、
利
益
及
び
損
失

の
処
理
並
び
に
借
入
金
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
、

の
処
理
並
び
に
借
入
金
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣
、

財
務
大
臣
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を

財
務
大
臣
及
び
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を

所
管
す
る
大
臣

所
管
す
る
大
臣

三

第
十
五
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林

三

第
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林

水
産
大
臣

水
産
大
臣

四

第
十
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
農
林
漁
業

四

第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
農
林
漁
業

及
び
飲
食
料
品
製
造
業
（
酒
類
製
造
業
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す

及
び
飲
食
料
品
製
造
業
（
酒
類
製
造
業
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
関
す
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る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣

る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林
水
産
大
臣

五

第
十
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
酒
類
製
造

五

第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
酒
類
製
造

業
及
び
た
ば
こ
製
造
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
財
務

業
及
び
た
ば
こ
製
造
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
財
務

大
臣

大
臣

六

第
十
五
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第

六

第
十
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第

三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項

三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
所
管
す
る
大
臣

七

第
十
五
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林

七

第
十
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
農
林

水
産
大
臣

水
産
大
臣

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
か
ら
の
意
見
聴
取
等
）

（
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
か
ら
の
意
見
聴
取
等
）

第
二
十
三
条

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
通
則
法
第
二

第
二
十
四
条

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
通
則
法
第
二

十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条

十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
、
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
四
十
四
条

第
四
項
及
び
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

第
四
項
及
び
第
四
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
評
価
委
員
会
、
財
務
省
の
独
立

規
定
中
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
評
価
委
員
会
、
財
務
省
の
独
立

行
政
法
人
評
価
委
員
会
及
び
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研

行
政
法
人
評
価
委
員
会
及
び
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術

究
機
構
法
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す

研
究
機
構
法
第
二
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管

る
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
す
る
。

す
る
省
の
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

前
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第

３

前
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第

三
項
、
第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項

三
項
、
第
二
十
九
条
第
三
項
、
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
る

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
評
価
委
員
会
」
と
あ
る

の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
第
二
条

の
は
、
「
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
第
二

第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
の
独
立
行
政

条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
を
所
管
す
る
省
の
独
立
行

法
人
評
価
委
員
会
」
と
す
る
。

政
法
人
評
価
委
員
会
」
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
二
十
四
条

第
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し

た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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第
二
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行

第
二
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行

為
を
し
た
研
究
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

為
を
し
た
研
究
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
三
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。
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〇

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
―
第
十
四
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
六
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
セ
ン
タ
ー
の
目
的
）

（
セ
ン
タ
ー
の
目
的
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と

第
三
条

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
）
は
、
水
産
に
関
す
る
技
術
の
向
上
に
寄
与
す
る
た
め
の
総
合
的
な

い
う
。
）
は
、
水
産
に
関
す
る
総
合
的
な
試
験
及
び
研
究
等
を
行
う
こ
と
に

試
験
及
び
研
究
等
を
行
う
と
と
も
に
、
さ
け
類
及
び
ま
す
類
の
ふ
化
及
び
放

よ
り
、
水
産
に
関
す
る
技
術
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

流
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）
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第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密

を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様

と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す

る
職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業

業
務
を
行
う
。

務
を
行
う
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

さ
け
類
及
び
ま
す
類
の
ふ
化
及
び
放
流
（
個
体
群
の
維
持
の
た
め
の
も

の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。

五

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
調
査
結
果
の
公
表
等
）

（
調
査
結
果
の
公
表
等
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
区
分
経
理
）

（
区
分
経
理
）

第
十
三
条

セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ

第
十
二
条

セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ

ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ぞ
れ
勘
定
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
一
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務

一

第
十
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
業
務

二

第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

二

第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
四
条

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

第
十
三
条

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
二
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う

中
期
目
標
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
中
期
目
標
の
期
間
」
と
い
う

。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項

。
）
の
最
後
の
事
業
年
度
に
係
る
通
則
法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が

の
規
定
に
よ
る
整
理
を
行
っ
た
後
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を

あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を

受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る

受
け
た
金
額
を
、
当
該
中
期
目
標
の
期
間
の
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
係
る

通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定

通
則
法
第
三
十
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
（
同
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る

に
よ
る
変
更
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
一
条
第
一
項

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
次
の
中
期
目
標
の
期
間
に
お
け
る
第
十
条
第
一
項
及

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

び
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
財
源
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
緊
急
時
の
要
請
）

（
緊
急
時
の
要
請
）

第
十
五
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
水
産
動
植
物
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は

第
十
四
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
水
産
動
植
物
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
害
の
拡
大

生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
害
の
拡
大

又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン

又
は
発
生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
セ
ン

タ
ー
に
対
し
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う

タ
ー
に
対
し
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち

ち
必
要
な
試
験
及
び
研
究
、
調
査
、
分
析
、
鑑
定
又
は
技
術
の
開
発
を
実
施

必
要
な
試
験
及
び
研
究
、
調
査
、
分
析
、
鑑
定
又
は
技
術
の
開
発
を
実
施
す

す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
七
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。



- 15 -

〇

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
セ
ン
タ
ー
の
目
的
）

（
セ
ン
タ
ー
の
目
的
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

第
三
条

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う

。
）
は
、
農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
に
係
る
栽
培
試
験
、
農
作
物
の
種
苗

。
）
は
、
農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
に
係
る
栽
培
試
験
、
農
作
物
の
種
苗

の
検
査
、
ば
れ
い
し
ょ
及
び
さ
と
う
き
び
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及

の
検
査
、
ば
れ
い
し
ょ
そ
の
他
の
農
作
物
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及

び
配
布
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
の
実

び
配
布
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
適
正
な
農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
の
実

施
及
び
優
良
な
種
苗
の
流
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

施
及
び
優
良
な
種
苗
の
流
通
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）
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第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密

を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様

と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す

る
職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を

第
十
条

セ
ン
タ
ー
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行

行
う
。

う
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

ば
れ
い
し
ょ
及
び
さ
と
う
き
び
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産
及
び
配

三

ば
れ
い
し
ょ
、
茶
樹
及
び
さ
と
う
き
び
の
増
殖
に
必
要
な
種
苗
の
生
産

布
を
行
う
こ
と
。

及
び
配
布
を
行
う
こ
と
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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〇

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密

を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様

と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す

る
職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。



- 21 -

〇

独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密

を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様

と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す

る
職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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〇

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

大
学
校
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法

人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

大
学
校
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を

漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と

す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

大
学
校
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る

職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
大
学
校
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
大
学
校
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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〇

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法

人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を

漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と

す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る

職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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〇

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
・
第
十
四
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法

人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を

漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と

す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る

職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
緊
急
時
の
要
請
）

（
緊
急
時
の
要
請
）

第
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
業
生
産
の
対
象
と
な
る
生
物
の
生
育
環
境

第
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
農
業
生
産
の
対
象
と
な
る
生
物
の
生
育
環
境

が
著
し
く
悪
化
し
、
又
は
悪
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

が
著
し
く
悪
化
し
、
又
は
悪
化
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

お
い
て
、
農
作
物
、
家
畜
又
は
家
き
ん
に
重
大
な
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
防

お
い
て
、
農
作
物
、
家
畜
又
は
家
き
ん
に
重
大
な
被
害
が
生
ず
る
こ
と
を
防

止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
第

止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
研
究
所
に
対
し
、
第

十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
必
要
な
基
礎
的
な
調
査
及
び
研
究
又

十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
必
要
な
基
礎
的
な
調
査
及
び
研
究
又
は

は
こ
れ
に
関
連
す
る
分
析
若
し
く
は
鑑
定
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る

こ
れ
に
関
連
す
る
分
析
若
し
く
は
鑑
定
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ

こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
五
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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〇

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
・
第
十
五
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
三
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

セ
ン
タ
ー
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政

法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密

を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様

と
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

セ
ン
タ
ー
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十

五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す

る
職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
四
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
セ
ン
タ
ー
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
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一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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〇

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
六
条
―
第
十
条
）

第
二
章

役
員
（
第
七
条
―
第
九
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
一
条
・
第
十
二
条
）

第
三
章

業
務
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
三
条
・
第
十
四
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
二
条
・
第
十
三
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
五
章

罰
則
（
第
十
四
条
）

附
則

附
則

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
特
定
独
立
行
政
法
人
）

［
削
る
。
］

第
四
条

研
究
所
は
、
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法

人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

（
事
務
所
）

第
四
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

（
資
本
金
）

（
資
本
金
）

第
五
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
二
章

役
員
及
び
職
員

第
二
章

役
員

（
役
員
）

（
役
員
）

第
六
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

（
理
事
の
職
務
及
び
権
限
等
）

第
七
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）
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（
役
員
の
任
期
）

（
役
員
の
任
期
）

第
八
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

（
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
）

第
九
条

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を

漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
同
様
と

す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
十
条

研
究
所
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る

職
員
と
み
な
す
。

第
三
章

業
務
等

第
三
章

業
務
等

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

（
積
立
金
の
処
分
）

（
積
立
金
の
処
分
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
四
章

雑
則

第
四
章

雑
則

（
緊
急
時
の
要
請
）

（
緊
急
時
の
要
請
）

第
十
三
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
森
林
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る

第
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
森
林
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
害
の
拡
大
又
は
発

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
被
害
の
拡
大
又
は
発

生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
研
究
所
に
対

生
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
研
究
所
に
対

し
、
第
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
必
要
な
試
験
及
び
研
究
、
調

し
、
第
十
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
必
要
な
試
験
及
び
研
究
、
調
査

査
、
分
析
又
は
鑑
定
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
分
析
又
は
鑑
定
を
実
施
す
べ
き
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
主
務
大
臣
等
）

（
主
務
大
臣
等
）
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第
十
四
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
五
章

罰
則

第
五
章

罰
則

第
十
五
条

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
盗
用
し
た
者

は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

を
し
た
研
究
所
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
十
一
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

一

第
十
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

二

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

二

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。
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○

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）
（
附
則
第
二
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
べ
き
人
工
ふ
化
放
流
）

（
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
べ
き
人
工
ふ
化
放
流
）

第
二
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
度
、
溯
河
魚
類
の
う
ち
さ
け
及
び
ま
す

第
二
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
毎
年
度
、
溯
河
魚
類
の
う
ち
さ
け
及
び
ま
す

さ
く

さ
く

の
個
体
群
の
維
持
の
た
め
に
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以

の
増
殖
を
図
る
た
め
に
独
立
行
政
法
人
さ
け
・
ま
す
資
源
管
理
セ
ン
タ
ー
（

下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
べ
き
人
工
ふ
化
放
流
に
関
す
る
計

以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
べ
き
人
工
ふ
化
放
流
に
関
す
る

画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○

農
業
機
械
化
促
進
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
附
則
第
二
十
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
高
性
能
農
業
機
械
等
の
試
験
研
究
、
実
用
化
の
促
進
及
び
導
入
に
関
す
る

（
高
性
能
農
業
機
械
等
の
試
験
研
究
、
実
用
化
の
促
進
及
び
導
入
に
関
す
る

基
本
方
針
）

基
本
方
針
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構
（
以
下
「
研
究

一

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
（
以
下
「
研

機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
高
性
能
農
業
機
械
等
の
開
発
に
関
す
る
試
験

究
機
構
」
と
い
う
。
）
が
行
う
高
性
能
農
業
機
械
等
の
開
発
に
関
す
る
試

研
究
の
対
象
と
す
べ
き
高
性
能
農
業
機
械
等
、
そ
の
目
標
及
び
そ
の
実
施

験
研
究
の
対
象
と
す
べ
き
高
性
能
農
業
機
械
等
、
そ
の
目
標
及
び
そ
の
実

方
法
に
関
す
る
事
項

施
方
法
に
関
す
る
事
項

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）
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○

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
附
則
第
二
十
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
設
立
及
び
業
務
）

（
設
立
及
び
業
務
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
省
各
庁
に
つ
い
て

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
各
省
各
庁
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
組
合
を
設
け

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
組
合
を
設
け

る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

農
林
水
産
省

林
野
庁
に
属
す
る
職
員

四

農
林
水
産
省

林
野
庁
並
び
に
独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー
及

び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
に
属
す
る
職
員

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常

（
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常

時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
の
取
扱
い
）

時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
者
の
取
扱
い
）

第
百
二
十
四
条
の
三

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別

第
百
二
十
四
条
の
三

特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別

表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要

表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要

す
る
者
（
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人

す
る
者
（
特
定
独
立
行
政
法
人
以
外
の
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人

等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
も

等
に
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
も

の
と
し
、
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
含
ま
な
い

の
と
し
、
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
含
ま
な
い

も
の
と
す
る
。
）
は
、
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る

も
の
と
す
る
。
）
は
、
職
員
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
そ
の
所
管
す
る
特
定

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
そ
の
所
管
す
る
特
定

独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
そ
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法

独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
そ
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法

人
、
第
三
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に

人
、
第
三
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に

掲
げ
る
も
の
及
び
同
号
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
同
条
第
二
項

掲
げ
る
も
の
及
び
同
号
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
八
条
第
一

第
四
号
中
「
林
野
庁
」
と
あ
る
の
は
「
林
野
庁
並
び
に
独
立
行
政
法
人
林
木

項
中
「
及
び
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の

育
種
セ
ン
タ
ー
及
び
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
」
と
、
第
八
条
第
一

は
「
並
び
に
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
、
第
三
十
一

項
中
「
及
び
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の

条
第
一
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及

は
「
並
び
に
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
、
第
三
十
一

び
同
号
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
及



- 42 -

条
第
一
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及

び
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
並
び

び
同
号
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
及

に
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
の
う

び
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
並
び

ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
四
章
中
「
公

に
当
該
各
省
各
庁
の
所
管
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
の
う

務
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
、
第
九
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
及
び
国
立
大
学
法
人
等
」
と
、
第
四
章
中
「
公

規
定
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独

務
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
」
と
、
第
九
十
九
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の

立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
」
と

規
定
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独

、
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
二
十
二
条
中
「
特
定
独
立
行

立
行
政
法
人
の
う
ち
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
又
は
国
立
大
学
法
人
等
」
と

政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別

、
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
二
十
二
条
中
「
特
定
独
立
行

表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
、
国
立
大
学
法
人
等
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術

政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
、
独
立
行
政
法
人
の
う
ち
別

的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
、
国
立
大
学
法
人
等
」
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術

的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

別
表
第
三
（
第
百
二
十
四
条
の
三
関
係
）

別
表
第
三
（
第
百
二
十
四
条
の
三
関
係
）

名

称

根

拠

法

名

称

根

拠

法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究

究
所

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三

号
）

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー

ー

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
四

号
）

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー

ー

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
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独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ

独
立
行
政
法
人
林
木
育
種
セ
ン
タ
ー

ー

法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
九

号
）

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校

独
立
行
政
法
人
水
産
大
学
校
法
（
平

成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技

技
術
総
合
研
究
機
構

術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究

法
律
第
百
九
十
二
号
）

究
所

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
三

号
）

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研

独
立
行
政
法
人
農
業
生
物
資
源
研
究

究
所

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十

三
号
）

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研

独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究

究
所

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十

四
号
）

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業

独
立
行
政
法
人
国
際
農
林
水
産
業
研

研
究
セ
ン
タ
ー

究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
九
十
七
号
）

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
法

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
八
号

）

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン

ン
タ
ー

タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九

十
九
号
）
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○

食
品
安
全
基
本
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
（
附
則
第
二
十
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
緊
急
時
の
要
請
等
）

（
緊
急
時
の
要
請
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

委
員
会
は
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は

３

委
員
会
は
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
に
関
し
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊
急
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
関
係
各
大
臣
に
対
し
、
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究

る
と
き
は
、
関
係
各
大
臣
に
対
し
、
独
立
行
政
法
人
国
立
健
康
・
栄
養
研
究

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

求
め
又
は
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年

求
め
又
は
独
立
行
政
法
人
農
林
水
産
消
費
技
術
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系

業
技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
八
条

特
定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十
九

第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第

条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
農
業
環
境
技
術
研
究
所
法
（
平
成
十
一
年
法
律

百
九
十
四
号
）
第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究

第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
独
立
行
政
法
人
食
品
総
合
研
究
所
法

セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規

（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
独
立
行

定
に
よ
る
要
請
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
九
十
九
号
）

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

印
紙
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
附
則
第
二
十
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
三

非
課
税
文
書
の
表
（
第
五
条
関
係
）

別
表
第
三

非
課
税
文
書
の
表
（
第
五
条
関
係
）

文

書

名

作

成

者

文

書

名

作

成

者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定

技
術
総
合
研
究
機
構
法
（
平
成
十

術
総
合
研
究
機
構

定
産
業
技
術
研
究
機
構
法
（
平
成

産
業
技
術
研
究
機
構

一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
十

十
一
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第

四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

十
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三

ま
で
及
び
第
十
号
（
業
務
の
範
囲

号
ま
で
（
業
務
の
範
囲
）
の
業
務

）
の
業
務
に
関
す
る
文
書

に
関
す
る
文
書

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
附
則
第
二
十
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
十
三
条

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
三
条

会
議
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

五

次
に
掲
げ
る
独
立
行
政
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

イ

独
立
行
政
法
人
農
業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

イ

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

［
削
る
。
］

ニ

独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所

［
削
る
。
］

ホ

独
立
行
政
法
人
食
品
総
合
研
究
所

ニ

（
略
）

ヘ

（
略
）

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）




